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■担当、問合せ先、郵送先 

担 当 部 署 坂戸市環境産業部 商工労政課 商工労政係 

所 在 地 〒３５０－０２９２ 

埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１号（市役所２階） 

電 話 番 号 ０４９（２８３）１４４５（課直通） 

F A X 番 号 ０４９（２８３）１３６６ 

E メ ー ル sakado35＠city.sakado.lg.jp 
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第１章 募集の概要 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減の

 みならず住民サービスの向上を目的とした制度です。 

  今回は、令和９年３月末をもって今期の指定管理期間が終了することに伴い、

 指定管理者の募集を行うものです。 

坂戸市ワークプラザ（以下「ワークプラザ」という。）では、引き続き指定管理

者制度を導入することにより、民間団体等の活力や柔軟な発想を活かし、利用者

本位の柔軟なサービスを提供し、効率的な経営の推進を図りたいと考えておりま

すので、本募集要項を最後までご覧いただき、希望される場合は申請書等を提出

してください。 

 

２ 施設の設置目的（役割） 

   ワークプラザは、坂戸市ワークプラザの設置及び管理に関する条例に基づき、

勤労者及び市民の会議、研修、体力づくり等の用に供し、もって福祉の増進を図

るとともに、高年齢者の就業及び社会参加の活動拠点とすることを目的に設置し

ています。会議室と多目的ホールは公共施設として貸出しを行っており、ワーク

プラザの利用を通じた市民福祉の増進及び高年齢者の就業及び社会参加の振興を

図るため更に創意工夫のある運営が求められます。 

 

３ 施設の概要 

施設名 坂戸市ワークプラザ 

所在地 埼玉県坂戸市大字石井２３２７番地５ 

設置時期 平成７年 

建物の概要 構  造：鉄骨造３階建 

敷地面積：３７０．１５㎡ 

延床面積：８３２．４６㎡ 

１階２５９．９９㎡  ２階３０１．６８㎡  

３階２７０．７９㎡ 

施設内容：多目的ホール、会議室、トイレ 

施設の利用状況 多目的ホール（定員４８名 ７４．１４㎡） 

令和５年度   ３８８回 ３，７４２人 

令和６年度   ４１９回 ４，０６６人 

令和７年度   ３９３回 ３，４７７人 

会議室（定員１３２名 １４８．５㎡） 

令和５年度   ２１９回 ６，９７４人 

令和６年度   ２２４回 ６，９６９人 

令和７年度   ２１４回 ６，８６２人 
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４ 指定管理期間（予定） 

  令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 開館時間、休館日 

（１）開館時間（施設利用時間） 

   午前９時から午後９時３０分まで（利用受付時間は午前９時から午後７時まで） 

（２）休館日 

   ・月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、

その後の直近の休日以外の日） 

   ・１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日までの日 

   ・社会情勢などにより臨時休館等の対応をとる場合があります。 

 

６．管理に当たっての条件 

指定管理者が

行う業務内容 

(1)ワークプラザの利用を通じた市民福祉の増進、高年齢者の就

業及び社会参加の推進に関する業務 

(2)ワークプラザの利用許可に関する業務 

(3) 利用に係る料金の収受に関する業務 

(4) 施設（設備及び物品を含む。）の維持管理に関する業務 
※業務内容に関する細目的事項は、協議の上、別途協定で定めます。 

※指定管理業務に関する仕様は別添資料１を、施設の改築や修繕等の

実施区分については別添資料２を参照してください。 

管理に要する

経費 

(1)  利用料金の設定 

施設の利用に係る料金は指定管理者の収入とします。指定管理

者は、市条例に定める金額の範囲内で利用料金を設定すること

とします。なお、設定に当たっては市長の事前承認が必要です。 

また、坂戸市ワークプラザの設置及び管理に関する条例に基づ

く減免制度を市との協議により設定していただきます。 
※過去３か年の利用料金収入及び減免の実績は別添資料３を参照。 

※関係法令の改正等があった場合は協議により利用料金を改定する

場合があります。 
(2) 指定管理業務に係る委託料 

市は、指定管理業務に必要な経費を、毎年度の予算の範囲内に

おいて、指定管理者に委託料として支払います。 

委託料の具体的な金額や支払い時期・方法等は協議のうえ、別

途協定を締結します。 
※過去３か年の市委託料の支出額及びその内容（内訳）については、

別添資料３を参照。 

管理の基準 (1) 地方自治法や労働基準法などの労働関係諸法、個人情報保護

法や当該施設の設置条例、規則等を遵守し、適正にワークプラ

ザの管理・運営をしてください。 

(2) 指定管理者は、善良なる管理者の注意をもってワークプラザ
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を常に良好な状態に管理する義務を負います。 

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報等は厳格

かつ適正に取り扱ってください。 
※管理の基準に関する細目は、協議のうえ別途協定を締結します。 

※管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消す場合が

あります。 

指定管理者と

市の役割及び

リスク分担 

指定管理者と市の役割及びリスク分担は下表のとおりです。 

項     目 指定管理者 市 

物価変動･金利変動 ○  

法令の変更（施設管理､運営に係る

法令の変更） 
 ○ 

施設（設備､備品を含む。）の保守点

検 
○ 

 

施設の維持管理（植栽管理､清掃等を

含む。） 
○  

安全衛生管理 ○  
業務に関連して取得した利用者等

の個人に関する情報の漏えい等に

よる利用者等に対する対応 
○  

事故、火災等による施設損傷の回復 
△ 

（自己の責に帰すべ
き事由による場合） 

○ 

施設利用者の被災に対する責任 △ 
（現場での対応） 

○ 

施設の火災共済保険加入  ○ 

別紙４に定める保険加入 ○  

包括的な管理責任  ○ 
 

災害対応等 (1) 指定管理者には、緊急時及び風水害や震災等の災害時には、

施設利用者等の安全確保を図り、迅速かつ適切な対応を行い、

坂戸市への被災状況等の報告などの対応を求めます。なお、

坂戸市地域防災計画に基づき、緊急時対応マニュアルや避難

計画を整備し、日常的な訓練の実施などの適切な方策を講じ

てください。 

(2) 指定管理者は、大規模な災害等が発生し、坂戸市に災害対策

本部が設置された場合はその指示に従うとともに、坂戸市と

連携して災害対応に協力してください。 

(3) 指定管理者は、坂戸市地域防災計画に基づき、地域防災拠点

又は避難所等としてあらかじめ又は緊急に指定され、有事の

際に開設された場合は次のことについて了承してくださ い。 

① 避難所等開設中は、施設管理者として管理上必要な対応

ができるよう、適切に職員を配置してください。 

② 坂戸市と連絡を密にし、逐一その指示に従うとともに、

緊急の場合等は備えたマニュアル等に則り臨機応変かつ
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最善に対応してください。 

(4) 避難所等の運営に当たっての経費については、坂戸市と協

議により精算手続きを行うこととします。 

指定管理業務

の継続が困難

になった場合

における措置

に関する事項 

(1) 指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又は

そのおそれが生じた場合には、速やかに市に報告しなければ

なりません。 

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による

適正な施設管理が困難となった場合又はそのおそれがあると

認められる場合には、市は指定管理者に対して改善勧告を行

い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めます。この場合

において、指定管理者が当該期間内に改善することができな

かったとき、市は指定管理者の指定を取り消すことができま

す。 

(3) 指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務

状況が著しく悪化するなど指定管理業務の継続が困難と認め

られる場合、市は指定管理者の指定を取り消すことができま

す。 

(4) 上記(2)又は(3)により指定を取り消され、市に指定管理者の

債務不履行による損害が生じた場合、指定管理者は市に生じ

た損害について賠償の責めを負うこととなります。 

(5) 市又は指定管理者の責めに帰することができない事由によ

り指定管理業務の継続が困難となった場合には、市と指定管

理者は、指定管理業務継続の可否について協議することとし

ます。 

委託等の禁止  指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、

又は請け負わせることは認められません。ただし、あらかじめ市

の承認を受けた場合には、業務の一部を第三者に委託し、又は請

け負わせることができます。 

市内業者の育

成及び市内経

済活性化 

指定管理業務の実施に当たり、業務の一部を第三者に委託する 

場合、原則として市内業者へ優先発注するものとし、必要に応じ

て市外業者へ発注対象を拡大するものとします。 

市内雇用の促

進 

指定管理者は、指定管理業務の実施にあたり新たに発生する 

雇用について、率先して坂戸市民の雇用に努めることとしてく

ださい。 
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第２章 申請について 

１．申請の手続等 

申請者の備え

るべき資格 

申請できる者は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）

とし、次のいずれかに該当する場合は不適格とし、指定を受け

ることができません。 

また、受付期間中に開催する現地説明会への参加も申請の条

件となりますのでご注意ください。 

 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般競争

 入札等の参加を制限されている法人等 

(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生

 法に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人等 

(3) 坂戸市から指名停止措置を受けている法人等 

(4) 法人住民税、法人事業税、法人税、消費税又は地方消費税を

滞納している法人等 

(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

 第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員

 （暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構

 成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ

 る法人等 

 

※1： 選定委員会委員等、本件業務に従事する本市職員等に対

  し、本件応募についての接触を禁じます。 

   接触の事実が認められた場合、失格になることがありま

  す。 

※2： 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代

  表者を定めて申請してください。 

   なお、当該グループの構成員は、他のグループの構成員

  となり、又は単独で申請を行うことはできません。また、

  構成員のいずれかが上記不適格の要件に該当する場合 

  は、指定を受けることができません。 

 

申請書類 申請に当たっては、以下の書類を市に提出してください。 

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること

があります。 

(1) 提出書類 

 (ｱ) 指定管理者指定申請書（※施行規則様式第１号） 

 (ｲ) 法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書（申

  請日前３か月以内に取得したもの）又はこれに準ずる書

  類 
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 (ｳ) 法人等の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、財

  産目録、貸借対照表、資金収支計算書又はこれに準ずる

  書類） 

 (ｴ) 法人等の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金

 収支計算書又はこれに準ずる書類） 

 (ｵ) 上記の申請者の備えるべき資格を有し、応募資格がある

 旨の誓約書（※別紙様式） 

 (ｶ) 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（就

 業規則、経理規程、給与規程その他法人等の諸規程類） 

 (ｷ) 設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要がわ

 かるもの 

 (ｸ) 法人住民税、法人事業税、法人税、消費税及び地方消費

税に滞納がないことの証明書 

※申請日前３か月以内に取得したもの。なお、「法人税」及び

「消費税及地方消費税」の納税証明書は税務署発行様式（そ

の３の３）を提出してください。 

 (ｹ) 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

   (ｺ) 類似施設における業務実績を記載した書類（原則とし 

  て過去５年間を対象として記載） 

(ｻ)坂戸市ワークプラザの管理に関する事業計画書（※別紙

様式により、以下の項目を含めて作成してください。） 

 ・指定管理業務を行うに当たっての管理運営の基本方針

 について 

  ・坂戸市ワークプラザの現状認識と将来展望等 

  ・平等な利用確保の方策について 

  ・管理執行体制について 

  ・利用者の安全対策について 

  ・危機管理対策について 

  ・個人に関する情報の取扱いについて 

  ・サービスを向上させるための方策について 

  ・利用者のトラブルの未然防止と対処方法について 

  ・利用者等のニーズの把握及び実現策について 

  ・利用促進の方策について 

  ・自主事業計画について 

  ・緊急時対応マニュアル等について 

・坂戸市ワークプラザの管理運営に係る収支予算案（５

年間の収支計画） 

  ・事業運営を自ら評価する「自己評価制度」について 

  ・その他の提案について 

 

  ※(ｱ)以外の書類は写しで結構です。 
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提出部数 提出部数は１部です。データでの提出も可能ですが、上記(ｱ)

については書面で提出してください。 

（グループによる申請の場合は、(ｲ)から(ｺ)までについては、

構成員ごとに提出してください。） 

 

※ 申請は、１団体につき提案できるのは１案とします。複数

の提案はできません。また、申請書類受付後はその内容を

変更することはできません。 

提出方法 申請書類の提出は、持参、郵送（書留）及び電子メールに添付

するいずれかの方法とします。その際、不備がある場合は受付出

来ませんのでご注意ください。 

受付期間 持参の場合は、令和８年７月３１日（金）から８月７日（金）

までの間で午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日

は受け付けできません。）に提出してください。 

郵送の場合は書留とし、令和８年８月７日（金）午後５時必着

とします。 

質問事項の受

付 

募集要項の内容等に関する質問は下記により受け付けます。 

(1)  受付期間 

令和８年７月２１日（火）～７月２４日（金）午後５時まで 

(2)  受付方法 

募集要項の内容等に関する質問書（別紙様式１）に記入の上、

電子メール又はＦＡＸで提出してください。 

(3) 回答方法 

 質問及び回答は全申請者あてに、令和８年７月３０日（木）

 午後５時までに連絡します。なお、次段による現地説明会に   

おいて出された質問及び回答についても同様に扱います。 

現地説明会の

実施 

現地での説明会を次のとおり開催します。 

この説明会への参加は申請の条件となりますので注意してく

ださい。 

 

(1) 開催日時：令和８年７月１６日（水） 午後２時 

(2) 集合場所：坂戸市ワークプラザ３階会議室 

※参加にあたっては、団体名及び参加人数を説明会の前日まで

に連絡したうえで、当日は開始時刻の５分前までに集合して

ください。なお、開始時刻までにお越しいただけない場合は、

説明会へ参加できません。 
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著作権の帰属

等 

事業計画書等の著作権は申請者に帰属します。 

ただし、市は指定管理者の決定の公表等必要な場合には、事業

計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

 なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

情報公開条例

に基づく開示

請求 

提出された申請書類は、坂戸市情報公開条例に基づく開示請

求の対象となります（原則として、個人に関する情報や申請者の

正当な利益を害するおそれのある情報を除く）。 

申請の辞退 申請書類を提出した後に辞退する場合には、書面により申し

出てください（任意様式）。 

費用負担 申請・応募に関して必要となる費用は、申請者の負担としま

す。 

 

２．スケジュール（予定） 

月   日 内   容 

７月１日～７月１５日 募集要項配布 

７月１６日 現地説明会 

７月２１日～７月２４日 質問事項の受付 

７月３０日 質問事項への回答 

７月３１日～８月７日 申請書の受付 

８月８日～８月下旬 書類審査 

１０月 上旬～中旬 
選定委員会（１次審査） 

※選定委員会２次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

  １０月 下旬 審査結果通知（指定管理者候補者の選定） 

１２月 中旬 指定管理者の議決（市議会１２月定例会） 

１２月 下旬 指定管理者の指定（通知、告示） 

３月下旬 協定の締結 

 

 

３．法人市民税等 

  指定管理者については、法人等にかかる法人市民税、事業を行うものにかかる事

業所得税、新たに設置した償却資産にかかる固定資産税などの納税義務者となる可

能性がありますので、市役所課税課へお問合せください。 

   なお、国税については税務署へ、県税については県税事務所へお問合せくださ

い。
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第３章 審査・選定・指定 
 

１．審査・選定方法 

審査・選定 (1) 指定管理者候補者の選定に当たっては、提出された申請書

類をもとに、市が条例に基づき設置する「坂戸市公の施設指定

管理者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において

書類審査を行います。 

必要に応じてプレゼンテーション（※1）を実施していただく

こともありますのでご承知おきください。 

(2) 審査では、下記の「選定に当たっての審査基準」を用い、そ

れに最も適合する申請者を指定管理者候補者とします。 

(3) 応募書類に虚偽の記載があった場合は失格となります。 

(4) 指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者候補

者に事故等があった場合等は、選定されなかった申請者の 

うちから新たに指定管理者候補者を選定する場合がありま

 す。 
※ プレゼンテーションは、書類審査では判断しかねると選定委員会

 で判断した場合に実施するものです。 

 実施する場合は、先の選定委員会開催後直ちに対象者に連絡をし

 ますが、１０日前後の準備期間となりますのであらかじめ御了承

 ください。 

 なお、これまでは書類審査における上位数 社により、１０分間程

 度のプレゼンテーションを実施した例があります。 

審査基準 (1) 市民の平等な坂戸市ワークプラザの利用を確保することが

できること。 

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に坂戸市ワーク

プラザの 運営を行うことができること。 

(3)坂戸市ワークプラザの設置の目的を効果的に達成し、効率的

な運営を行うことができること。 

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な

取扱いを確保することができること。 

(6) 市が求める管理条件を満たしていること。 

主な審査の 

ポイント 

(1) 応募資格に適合しているか。 

(2) 市が設置する公の施設の管理者としてその役割を適切に担

うことができるか。 

(3) 利用者本位の柔軟なサービスが提供されるか。 

(4) 市民の平等利用確保への配慮がされているか。 

(5) 効果的かつ効率的な管理を実施できるか。 

(6) 法人等の経営基盤が安定しているか。 

(7) 個人に関する情報について適正な取扱いは確保されるか。 

(8) 指定管理業務に係る提案額は適切な額か。 
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指定管理者の

候補者の選定 

選定委員会における審査結果を踏まえ、市長が候補者を選定

します。 

指定管理者の

指定方法 

選定した指定管理者及び指定期間等について、坂戸市議会に

諮り、その議決を経て、坂戸市長が指定します。 

 

２．指定管理者指定後の手続 

協定の締結 業務内容に関する細目的事項、指定管理に係る委託料に関す

る事項、管理の基準に関する細目的事項等について、指定管理者

と市との間で協議の上、協定を締結します。 

なお、協定は募集要項を参考にしますが、それを上回る提言が

ある場合は、それぞれ協議することとします。 

引継ぎ、準備行

為の実施 

指定管理者は市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管

理業務が実施できるよう、市又は前指定管理者から事務を引き

継ぎ、必要な準備行為を行うものとします。 

なお、引継ぎ及び準備行為に要する経費は、それぞれの負担と

します。 

その他 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当する

ときは、その指定を取り消し、協定を締結しないことがありま

す。 

(1) 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業

務の履行が確実でないと認められるとき。 

(2) 著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふ 

さわしくないと認められるとき。 
 

 

３．公表 

応募書類の 

公表 

指定管理者に指定された団体の応募書類は公表する場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。 

結果の公表 指定管理者の選定経過及び結果等について、応募者名や審査

項目等は市のホームページ等で公表します。 
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別紙様式１ 

 

募集要項の内容等に関する質問書 

 

 

法人等名称 

担当者氏名 

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

電子メール 

 

質問項目 質問内容 

  

 

 

 

 


